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令和３（２０２１）年１２月６日 

 

柏崎市議会議長 真貝 維義 様 

議会運営委員長 佐藤 和典    

 

 

平成３０（２０１８）年３月６日付け議員倫理審査請求に係る倫理審査会 

の審査結果に対する名誉回復措置願いに係る協議結果の報告について 

 

星野正仁議員及び若井恵子議員が提出された表題の件について、議会運営委

員会において協議しましたので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 協議の対象となった議員   星野 正仁 議員 

                若井 恵子 議員 

 

２ 協議すべき事案の内容 

平成３０（２０１８）年３月６日付け議員倫理審査請求に係る倫理審査会の 

審査結果（以下「３月６日審査結果」という。） 

 

３ 協議の対象となった議員への措置 

  協議の対象となった議員（以下「対象議員」という。）が行った一連の行為 

（対象議員らが、加藤武男議員を審査請求の対象議員として「市営西山町駐車 

場不正使用」等を対象事実とした平成３０（２０１８）年２月２０日付け議員 

倫理審査請求（以下「２月２０日付け審査請求」という。）が取り下げられた 

にもかかわらず、その旨報道各社に連絡をしなかったこと。また、その２月２ 

０日付け審査請求は内容が誤りの事実を対象事実として審査請求するととも 

にかかる事実を報道機関に情報提供したこと。）は、平成３０（２０１８）年 

９月１８日付けの審査報告書で「本件は、議員倫理基準に抵触する行為であっ 

たと認定するに至った。」とされたが、平成３１（２０１９）年３月２０日付 

けの議会運営委員会委員長の協議の結果の報告で「司法の判断を尊重すること 

とし、議会として最終的な判断、審査対象議員の倫理審査基準違反の存否の確 

認や措置等を回避することとした。」とされた。 

本年９月２２日に言い渡された東京高等裁判所判決は、「主文 １ 原判決 

中控訴人（注：星野正仁議員、若井恵子議員、故斎木裕司議員）ら敗訴部分を 

取り消す。２ 上記の部分につき、被控訴人（注：加藤武男前議員）の請求を 

いずれも棄却する。３ 被控訴人の附帯控訴を棄却する。４ 訴訟費用は、第 
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１、２審とも、被控訴人の負担とする。 

（中略） 

 まとめ 以上によれば、控訴人らは、本件第一行為及び本件第二行為のいず 

れについても、不法行為責任を負わないから、その余の争点（損害額）につい 

て判断するまでもなく、被控訴人の控訴人らに対する損害賠償請求は、いずれ 

も理由がない。 

結論 よって、被控訴人の控訴人らに対する損害賠償請求はいずれも棄却 

すべきところ、これを一部認容した原判決は失当であり、本件控訴は理由があ 

るから、原判決中控訴人らの敗訴部分を取り消した上、同部分についての被控 

訴人の請求をいずれも棄却し、本件附帯控訴は理由がないから、これを棄却す 

ることとして、主文のとおり判決する。」であった。被控訴人が上告しなかっ 

たことから、１０月下旬には東京高等裁判所判決が確定した。 

当該判決において、本件第一行為（被控訴人に関する市議会議長宛ての議 

 員倫理審査請求書を報道機関に提供してその内容が報道されるに至らせた行 

為）は、「被控訴人の名誉を棄損するものではあるが、公共の利益に関わり、 

専ら公益を図る目的でされたものであるところ、それによって摘示された事 

実は、重要な部分において、真実であることの証明があり、それを基礎として 

された意見ないし論評の表明は、その範囲を逸脱するものではないといえる 

から、その違法性が阻却され、不法行為は成立しないというべきである。」と 

するとともに、本件第二行為（ほぼ同内容の審査請求書を市議会に提出して議 

会事務局において不特定多数の者が閲覧できる状態に至らせた行為）は、「こ 

のような制度を前提とした議員倫理の審査請求については、地方議会議員の 

重要な活動として正当な職務行為に当たると評価すべきであるから、控訴人 

らは、本件第二行為について、不法行為責任を負わないものと解するのが相当 

であり、この判断を左右するに足りる事実の主張立証はない。」とされた。 

 以上の判決による事実認定や裁判所の判断を精査すると、対象議員の行為は、

不法行為に当たらないとされている。 

 当委員会も判決文を詳細に検討した結果、東京高等裁判所の判断を採用する

ことが適切であると認められることから、対象議員の行為は、柏崎市議会議員

倫理条例（以下「議員倫理条例」という。）第４条第５号及び同条第６号の規

定に該当すると認定した３月６日審査結果は現時点において相当ではなかっ

たと判断し、議員倫理条例違反がないことを確認するとともに、同条例第１３

条第５項の規定に基づき次の名誉回復措置を採ることとした。 

・ 平成３０（２０１８）年９月１８日付けで副議長に提出された柏崎市議会 

議員倫理審査会の委員長報告は現時点において東京高等裁判所判決を基に 

考えると相当ではなかったと判断し、対象議員には議員倫理条例違反がない 

ことを議会及び議会ホームページにおいて公表すること。 

 ・ 議会ホームページにおいて対象議員には議員倫理条例違反がないことを 
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明確にするとともに、委員長報告は削除すること（ただし、原本は、議会事 

務局で閲覧することは妨げないこと。）。 

 ・ 議会だよりに、対象議員には議員倫理条例違反がないことを公開すること。 

 

４ 協議の経緯 

令和３（２０２１）年１１月１２日、１１月２２日、１１月２９日及び１２

月６日に議会運営委員会を開催し、今回の事案について、柏崎市議会議員倫理

条例に基づいて対応を協議した。そこに至るまでの経緯は次のとおり 

 

 ・令和３（２０２１）年３月４日 

  新潟地方裁判所長岡支部の判決言渡し。主文は、次のとおり 

  １ 被告星野、被告斎木及び被告若井は、原告（注：加藤武男前議員）に対 

し、連帯して２７万５０００円並びにうち２５万円に対する平成３０年 

２月２０日から、うち２万５０００円に対する被告星野及び被告斎木に 

ついては平成３０年９月１日から、被告若井については同月４日から各 

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

  ２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

  ３ 訴訟費用は、原告と被告星野との間、原告と被告斎木との間及び原告と 

被告若井との間においては、それぞれ、原告に生じた費用の８０分の１を

上記各被告の負担とし、上記各被告に生じた費用の２０分の１９を原告の

負担とし、その余は各自の負担とし、原告と被告三井田との間においては、

全部原告の負担とする。 

  ４ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。 

・令和３（２０２１）年９月２２日 

東京高等裁判所の判決言渡し。主文は、次のとおり（被控訴人が上告しなか 

ったことから判決が確定） 

１ 原判決中控訴人（注：星野正仁議員、若井恵子議員、故斎木裕司議員） 

ら敗訴部分を取り消す。 

２ 上記の部分につき、被控訴人（注：加藤武男前議員）の請求をいずれも 

棄却する。 

３ 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 

４ 訴訟費用は、第１、２審とも、被控訴人の負担とする。 

 ・令和３（２０２１）年１１月８日 

  対象議員から平成３０（２０１８）年３月６日付け議員倫理審査請求に係る 

倫理審査会の審査結果に対する名誉回復措置願いが提出される。 

・令和３（２０２１）年１１月１２日 

 議会運営委員会で、議長から上記名誉回復措置願いの説明がされ、議会運営 

委員会で名誉回復措置願いを審査することを確認した。 
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・令和３（２０２１）年１１月２２日 

 議会運営委員会正副委員長が新潟地方裁判所長岡支部及び東京高等裁判所 

の判決を精査した結果、対象議員の名誉回復措置願いに記述されている事項 

に誤りがなかったことを確認したことから、次回議会運営委員会で報告案を 

提出することを決定した。 

・令和３（２０２１）年１１月２９日 

 議会運営委員会に対象議員の名誉回復措置願いに係る報告案が提出され、 

協議した。 

・令和３（２０２１）年１２月６日 

 議会運営委員会で対象議員の名誉回復措置願いに係る報告案を再度協議し、 

報告案が了承された。 

 

５ 協議の結果 

  当委員会は、３に記載のとおり東京高等裁判所の判決を精査した結果、東京

高等裁判所の判断を採用することが適切であると認められることから、対象

議員の行為は、議員倫理条例第４条第５号及び同条第６号の規定に該当する

と認定した３月６日審査結果は相当ではなかったと判断し、議員倫理条例違

反がないことを確認するとともに、同条例第１３条第５項の規定に基づき次

の名誉回復措置を採ることとした。   

・ 平成３０（２０１８）年９月１８日付けで副議長に提出された柏崎市議会 

議員倫理審査会の委員長報告は現時点において東京高等裁判所判決を基に考 

えると相当ではなかったと判断し、対象議員には議員倫理条例違反がないこと

を議会及び議会ホームページにおいて公表すること。 

・ 議会ホームページにおいて対象議員には議員倫理条例違反がないことを明 

確にするとともに、委員長報告は削除すること（ただし、原本は、議会事務局

で閲覧することは妨げないこと。）。 

・ 議会だよりに、対象議員には議員倫理条例違反がないことを公開すること。 

 

６ その他 

  対象議員以外の故斎木裕司議員及び三井田孝欧前議員については、議員で 

 なくなったことから、議員倫理条例の直接の適用はないが、故斎木裕司議員に 

 あっては対象議員と同様の判決であったことから、議員倫理条例第４条第５ 

 号及び同条第６号の規定に違反していないこと、また、三井田孝欧前議員にあ 

 っては、新潟地方裁判所長岡支部の判決が原告の請求を全部棄却したが、被控 

訴人は三井田孝欧前議員に対して控訴を提起しなかったことから、議員倫理 

条例第４条第５号及び同条第６号の規定に違反していないことを議会運営委 

員会で確認した。 

 なお、対象議員による名誉回復措置願いの裏面に記述されている「東京高等
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裁判所判決で明らかになった事」に記載の３項目については、当該判決に記述

されていることを確認した。   




